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１．2026年３月期第３四半期の連結業績（2025年４月１日～2025年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 4,627 △11.8 25 △93.6 68 △86.2 △29 －

2025年３月期第３四半期 5,251 △23.9 397 △24.0 500 △9.6 186 －
(注) 包括利益 2026年３月期第３四半期 3百万円( △98.7％) 2025年３月期第３四半期 249百万円( △37.0％)

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2026年３月期第３四半期 △3.61 －

2025年３月期第３四半期 22.57 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 16,004 9,271 50.8

2025年３月期 14,511 9,270 56.2
(参考) 自己資本 2026年３月期第３四半期 8,144百万円 2025年３月期 8,161百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2025年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2026年３月期 － 0.00 －

2026年３月期(予想) 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2026年３月期の連結業績予想（2025年４月１日～2026年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,670 3.6 260 △59.4 270 △64.0 50 △85.5 6.09
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 ： 無

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2026年３月期３Ｑ 8,728,920株 2025年３月期 8,728,920株

② 期末自己株式数 2026年３月期３Ｑ 655,812株 2025年３月期 655,376株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2026年３月期３Ｑ 8,073,337株 2025年３月期３Ｑ 8,245,845株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は
監査法人によるレビュー

： 有（任意）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は、今後様々な要因
により予想数値と異なる場合があります。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間(2025年４月１日～2025年12月31日)におけるわが国経済は、円安や物価上昇の中、個

人消費に持ち直しの動きが見られ、設備投資の持ち直しの動きや雇用・所得環境の改善もあり、景気は緩やかに回

復しております。また、世界経済においては、米国の通商政策等による下振れリスクはあるものの持ち直しが続い

ております。

当社グループが事業を展開する新聞業界は、インターネットの普及による情報ツールの多様化、特にスマートフ

ォンなどの情報端末の普及に伴い、紙の新聞需要が減少し続け販売部数の低迷や広告収入の減少が続いています。

このため、新聞社は設備投資に対して慎重な姿勢を維持しており、当社にとっては厳しい事業環境が続いており

ます。

このような状況の中で当社グループは、2022年１月14日に策定いたしました中期経営計画の４年目を迎え、同計

画で目指す姿として掲げた「顧客の課題に向き合い、柔軟なカスタマイズ力により新たな価値を創造し、課題解決

をサポートする」に従い、企業価値の向上へと繋がるよう努めております。

当社グループが主として展開しております輪転機事業では、今後の新聞業界の標準となる輪転機を目指し、性能

および機能を最適化する方針を掲げ、イニシャルコストの抑制、損紙およびメンテナンスコストの低減への寄与と

いう時代に即した輪転機として「次世代型標準輪転機 COLOR TOP ECOWIDE Ⅲ」を開発し、積極的な販売活動によ

り更新需要を喚起するとともに、国内外で約200セット近い当社製の輪転機が稼働している顧客基盤の強みを活か

し、輪転機の安定稼働に寄与するよう保守・メンテナンス事業についても注力してまいります。

さらに当社グループは、新たな成長領域への事業展開にも注力しており、特にFA事業では、製造現場における省

力化・自動化ニーズの高まりを受け、技術開発と市場開拓を積極的に推進しております。2025年９月には、東京ビ

ッグサイトで開催されました「国際物流総合展 2025 INNOVATION EXPO」へTKSグループとして出展し、グループの

最新技術を備えた全天候型自律走行搬送ロボット（AMR）や自律走行清掃ロボット「一望打塵（いちもうだじ

ん）」の実機デモンストレーションを実施し、多くの方にご見学いただきました。

当社グループは今後も新聞発行を支えるパートナーとしての役割を果たすとともに、新規事業の拡大を通じて持

続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

当第３四半期連結会計期間においては、輪転機事業では、「COLOR TOP ECOWIDE Ⅲ」を新たに、宮崎日日新聞社

様より１セット（2025年11月）、下野新聞社様より２セット（2025年12月）受注いたしました。

その他、受注済みの株式会社読売新聞東京本社様の習志野工場へ納入する「COLOR TOP ECOWIDE Ⅲ」や受注済み

の保守・メンテナンス契約について収益認識基準に従い売上高を一部計上しております。

FA事業では、「V2000-J」を新たに、株式会社杉田製線様より1台（2025年６月）受注いたしました。その他、メ

ーカー様を中心に受注済みのAGVを生産中であり、収益認識基準に従い売上高を一部計上しております。なお、

2025年９月にはJMUディフェンスシステムズ株式会社様より、防衛省向けの搬送・格納に関しての自動化・省人化

装置の受注をいただきました。当社としては、防衛分野での初めての契約成立となります。当社は、同社よりパー

トナー企業として選定されたことにより、今後、国防の一部を担う企業として本分野にも幅広く参入してまいりま

す。

当第３四半期連結累計期間の業績については、以下のとおりであります。

《売上高》

当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、輪転機事業の受注済み案件数の減少などにより、前第３四半期連結

累計期間と比べ減少し、46億2千7百万円（前年同四半期比11.8%減）となりました。

《営業損益》

損益面では、売上高の減少により前第３四半期連結累計期間と比較し減少し、営業利益は2千5百万円（前年同四

半期比93.6%減）となりました。

《経常損益》

営業外収益では、受取利息1千万円、受取配当金6百万円等を計上した結果、経常利益は6千8百万円（前年同四半

期比86.2%減）となりました。

《特別損益》

特別損益の部では、特別損失に訴訟関連費用3千万円を計上しました。

以上の結果、税金等調整前四半期純利益は3千7百万円（前年同四半期比91.3％減）となり、当第３四半期連結累
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計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失は2千9百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益1

億8千6百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ14億9千3百万円増加し、160億4百万円

となりました。

資産の部では、現金及び預金の増加等により流動資産が15億1千5百万円増加し129億2千5百万円となり、固定資

産は2千1百万円減少し30億7千9百万円となりました。

負債の部は、契約負債の増加等により流動負債が16億2千4百万円増加し43億6千8百万円となり、固定負債は退職

給付に係る負債の減少等により1億3千1百万円減少し23億6千4百万円となりました。

純資産の部は、92億7千1百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年５月12日に公表いたしました2026年３月期通期連結業績予想に変更はありません。

なお、業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、業績予想の修正を行う必要が

生じた場合は、速やかに公表いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,554,941 8,127,489

受取手形、売掛金及び契約資産 2,131,512 1,971,631

有価証券 － 200,000

仕掛品 536,609 1,088,396

原材料及び貯蔵品 748,026 707,842

その他 446,911 835,767

貸倒引当金 △7,977 △5,962

流動資産合計 11,410,023 12,925,164

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 619,093 573,070

機械装置及び運搬具（純額） 195,715 196,366

土地 1,778,845 1,778,845

リース資産（純額） 28,918 28,899

建設仮勘定 － 43,905

その他（純額） 75,237 66,442

有形固定資産合計 2,697,810 2,687,529

無形固定資産

その他 34,902 43,224

無形固定資産合計 34,902 43,224

投資その他の資産

投資有価証券 255,778 256,227

その他 112,539 92,556

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 368,309 348,776

固定資産合計 3,101,022 3,079,530

資産合計 14,511,045 16,004,695

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 650,134 858,024

未払法人税等 176,809 10,970

契約負債 1,041,525 2,759,745

賞与引当金 217,850 86,773

製品保証引当金 18,379 9,126

その他 640,185 644,329

流動負債合計 2,744,885 4,368,970

固定負債

役員退職慰労引当金 5,836 5,836

退職給付に係る負債 2,450,392 2,320,579

資産除去債務 17,696 17,762

繰延税金負債 3,458 3,009

その他 18,496 17,429

固定負債合計 2,495,879 2,364,618

負債合計 5,240,764 6,733,588
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2025年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,435,000 4,435,000

資本剰余金 1,335,514 1,335,508

利益剰余金 2,533,930 2,504,765

自己株式 △266,596 △266,782

株主資本合計 8,037,848 8,008,491

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 625 828

退職給付に係る調整累計額 123,082 134,728

その他の包括利益累計額合計 123,708 135,557

非支配株主持分 1,108,724 1,127,057

純資産合計 9,270,280 9,271,106

負債純資産合計 14,511,045 16,004,695
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

売上高 5,251,123 4,627,852

売上原価 3,956,343 3,630,602

売上総利益 1,294,779 997,250

販売費及び一般管理費 897,760 972,110

営業利益 397,018 25,139

営業外収益

受取利息 1,297 10,482

受取配当金 5,846 6,361

受取保険金 83,053 1,622

為替差益 － 647

雑収入 22,329 25,409

営業外収益合計 112,526 44,524

営業外費用

支払利息 101 79

為替差損 80 －

和解金 9,000 －

雑損失 0 887

営業外費用合計 9,181 966

経常利益 500,363 68,697

特別利益

環境対策引当金戻入益 3,398 －

特別利益合計 3,398 －

特別損失

訴訟関連費用 66,110 30,951

合併関連費用 257 －

固定資産売却損 2,639 －

特別損失合計 69,007 30,951

税金等調整前四半期純利益 434,754 37,745

法人税、住民税及び事業税 95,063 30,795

法人税等調整額 105,209 15,790

法人税等合計 200,272 46,585

四半期純利益又は四半期純損失（△） 234,482 △8,839

非支配株主に帰属する四半期純利益 48,354 20,325

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

186,127 △29,164
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 234,482 △8,839

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △33 294

退職給付に係る調整額 15,062 11,645

その他の包括利益合計 15,029 11,939

四半期包括利益 249,511 3,100

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 201,166 △17,315

非支配株主に係る四半期包括利益 48,344 20,415
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

当社グループの事業セグメントは、印刷機械関連事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメン

ト情報の記載を省略しております。

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)

減価償却費 113,055千円 110,200 千円

（重要な後発事象）

アジアインベストメントファンド株式会社を相手方とする当社株式の短期売買取引による利益の提供を求める訴訟

について

当社は、2024年８月28日付け「当社に対する上告の提起及び上告受理申立てに関するお知らせ」にてお知らせし

ておりますとおり、当社は、その主要株主であったアジアインベストメントファンド株式会社（以下「アジアイン

ベストメントファンド」といいます。）を相手方（被告）として提起した当社株式の短期売買取引による利益の提

供を求める訴えについて、2023年12月６日付けで東京地方裁判所より当社の請求を全て認容する内容の当社全面勝

訴の判決（以下「第一審判決」といいます。）及び2024年７月31日付けにて東京高等裁判所より控訴棄却（当社勝

訴）の判決（以下「控訴審判決」といいます。）の言渡しを受けていたところですが、この控訴審判決に関し、ア

ジアインベストメントファンドは、上告の提起及び上告受理の申立て（以下「本上告の提起等」といいます。）を

行っておりました。

本上告等の提起等に関し、最高裁判所は、2026年１月21日付けでアジアインベストメントファンドによる上告を

棄却し、上告受理申立てを受理しない旨の決定（以下「本決定」といいます。）を行い、2026年１月22日、当社は

本決定の送達を受けました。

１．本決定を行った裁判所及び年月日

（１）裁判所 最高裁判所

（２）決定日 2026年１月21日

２．本上告の提起等に至るまでの経緯

2024年７月31日付け「（開示事項の経過）訴訟の判決（控訴審）に関するお知らせ」にてお知らせしておりま

すとおり、当社は、2022年４月15日、関東財務局から金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第164条

第４項に基づく「利益関係書類」（写）（同月14日付け。金商法第163条の規定により、当社の主要株主から提

出された「役員又は主要株主の売買報告書」の記載に基づき、同法第164条第１項の利益を算定した結果、利益

を得ていると判断される売買が認められることによるもの。以下「本利益関係書類」といいます。）を受領いた

しました。

本利益関係書類によれば、当社の主要株主であった取引者であるアジアインベストメントファンドが当社株式

の短期売買取引により利益を得たものとされていることから、当社は、本利益関係書類を受けて、アジアインベ

ストメントファンドに対して、金商法第164条第１項に基づき、当該利益を当社に提供するよう請求し、同利益

の提供を求める訴えを提起に至ったところ、2023年12月６日に東京地方裁判所より、①被告（アジアインベスト
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メントファンド）は、原告（当社）に対して、19億4342万3161円及びこれに対する令和４年５月25日から支払済

みまで年３分の割合による金員を支払え、②訴訟費用は被告の負担とする、③この判決は、仮に執行することが

できるとの判決（第一審判決）の言渡しがありました（以下第一審判決で認められた当社のアジアインベストメ

ントファンドに対する債権を「本債権」といいます。）。アジアインベストメントファンドは、第一審判決の全

部に不服があるとして東京高等裁判所に対して控訴を提起したところ、2024年７月31日付けにて、東京高等裁判

所より、控訴棄却（当社勝訴）の判決（控訴審判決）の言渡しを受けました。

この控訴審判決に関し、アジアインベストメントファンドにより、本上告の提起等が行われておりましたが、

これに対して、最高裁判所は、2026年１月21日付けで、下記４.記載の内容の本決定を行いました。

３．本上告の提起等をした者（上告人兼申立人）

（１）名称 アジアインベストメントファンド株式会社

（２）所在地 東京都港区赤坂九丁目７番２－２２０７号

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 アンセムウォンシュウセン

４．本決定の内容（主文）

（１）本件上告を棄却する。

（２）本件を上告審として受理しない。

（３）上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

５．今後の見通し

本決定は、アジアインベストメントファンドを相手方として提起した当社株式の短期売買取引による利益の提

供を求める訴えについての、裁判所としての最終的な判断となりますが、第一審判決及び控訴審判決に続き、当

社の主張を認めるものであり、妥当な判断が示されたものと考えております。

なお、2026年１月22日時点において当社は、アジアインベストメントファンドから、本債権のうち４億1771万

1929円を回収済みですが、アジアインベストメントファンドからの更なる回収可能性も含め、当期の業績への影

響につきましては、現在確認中であります。当期の業績予想を修正する必要がある場合や今後開示すべき事項が

発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

３．その他

訴訟の提起

株式会社アイ・アールジャパン及びその関係者に対して損害賠償等を求める訴訟について

当社は、2023年12月28日、株式会社アイ・アールジャパン及びその関係者に対して損害賠償等を求める訴えを東

京地方裁判所に提起いたしました。

本訴に係る今後の経過につきましては、必要に応じて適宜開示を行ってまいります。

固定資産の譲渡

当社は、2025年12月19日開催の取締役会において、下記のとおり、当社が所有する固定資産を譲渡することを決

議いたしました。

１．譲渡の理由

保有資産の有効活用を図るため、以下の固定資産を譲渡するものです。

２．譲渡資産の概要

資産の内容及び所在地 譲渡価額 帳簿価額 現況

土地 36,736.36㎡ 建物 37.02㎡

千葉県木更津市かずさ鎌足一丁目５番
399百万円 286百万円 駐車場
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３．譲渡先の概要

名称 株式会社京和

所在地 千葉県浦安市港75-２

代表者の役職・氏名 代表取締役 大須賀 勝

事業内容 建設業、総合建設業、土木・建築工事業

資本金 30百万円

設立年月日 1989年１月５日

※当該譲渡先と当社との間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。

また、当社の関連当事者には該当しません。

４．譲渡の日程

（１）契約締結日 2026年１月27日

（２）物件引渡期日（予定） 2026年６月30日

５．今後の見通し

当該固定資産の譲渡により、物件引渡しが行われる2027年３月期（次期）において、特別利益を見込んでおりま

す。
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独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年２月12日

株式会社東京機械製作所

取締役会 御中

新 宿 監 査 法 人

東京都新宿区

指定社員
業務執行社員

公認会計士 田 中 信 行

指定社員
業務執行社員

公認会計士 壬 生 米 秋

監査人の結論

当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社東京機械製作所の2025年４月１日から2026

年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2025年10月１日から2025年12月31日まで）及び第３四半期

連結累計期間（2025年４月１日から2025年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務

諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（た

だし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていな

いと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適

用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

強調事項

（重要な後発事象）に記載されているとおり、アジアインベストメントファンド株式会社を相手方とする会社株式の

短期売買取引による利益の提供を求める訴訟について、東京地方裁判所による会社の請求を全て認容する内容の会社全

面勝訴の判決、及び東京高等裁判所による控訴棄却の判決に関し行われた相手方の上告の提起及び上告受理の申し立て

につき、最高裁判所は2026年１月21日付けで上告を棄却し、上告受理申立てを受理しない旨の決定を行った。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記

載の省略が適用されている。）に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による

重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国におい

て一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項

に定める記載の省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
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開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半

期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計

基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成

されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要

な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又

は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及

び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成

基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記は期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期決算

短信開示会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。


